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子どもたちを笑顔で迎え 笑顔にさせ
家庭・地域に帰します！

◇教育目標：人・社会・未来へつなぐ Well-being
◇重点目標：学ぶ楽しさを見つけ、よりよい考えを表現できる子の育成

６月は「いじめ・非行防止強調月間」
校長 大 野 昌 広

初夏のさわやかな風が心地よい好季節となりました。子どもたちの躍動する声が校舎内外にあふれ、日々、末広北
小学校は活気に満ちています。学校では「after運動会 Well-being2025～まなぶよろこびをつくる6・7月」という
スローガンを教職員で確認しました。具体的な活動として、①学習規律等の徹底や家庭学習、読書などの学びの一層
の推進、②学ぶ喜び・楽しさを感じさせ、何事にも自ら取り組む態度の一層の充実を目指します。

□《改定》末広北小学校いじめ防止基本方針
いじめを受けていた旭川市内の中学生が凍死して発見されるという痛ましい事件が発生してから約４年。この事件

を契機に旭川市は市長直属のいじめ防止対策推進課を新たに設置し、旭川市教育委員会と一体となって、いじめ対策
の強化を行ってきています。これが「旭川モデル」というもの。旭川市内におけるいじめ対策は加速し、令和５年６
月３０日に「旭川市いじめ防止対策推進条例」が制定されました。また、令和６年２月２９日には、「旭川市いじめ
防止基本方針」が改定されました。本校は、この２つの大きな動きを受け、旭川市教育委員会の指導のもと、昨年４
月に「旭川市立末広北小学校 いじめ防止基本方針」の全面改定を行いました。そして、今年度も見直しを行いまし
た。改定されたいじめ防止基本方針は、ホームページに掲載するとともに概要を記したリーフレットの全家庭への配
布を行ってきました。本校のいじめ防止の重点目標は「自分や友達の心や体を傷つけることダメ！」とし、各学年・
学級指導に加え、全校集会の場においても繰り返し指導を行ってきています。

□「いじめ見逃しゼロ」へ
本校の「いじめ防止基本方針」は、今年度も教職員の目標として「いじめ見逃しゼロ」を掲げました。本校の全教

職員は、アンテナの感度を高め、子どものかすかな言動の変化に気づき、適切に迅速に組織的に対応しています。「い
じめ防止対策推進法」（平成２５年６月２８日公布）には、いじめの定義を次のように定めています。

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて
行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの形態としては、次のようなものがあります。

① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

② 仲間はずれ、集団により無視をされる。
③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

⑤ 金品をたかられる。
⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等。

昨年度、本校は１３８件のいじめを認知しました（一人が複数回認知するケースがあり、総認知件数は２５６件）。
また、過日行った道教委６月いじめ調査において、「いじめはどんなことがあっても許されないと思う」と回答した
児童が１００％。引き続き「いじめは許されない行為である」ことを理解させるように努めることと、「相談窓口」
の紹介を行うことを教職員間で確認しました。毎日毎時間のきめ細やかな目配りや、随時行っている教育相談によっ
て、かすかな変化・兆候であっても、いじめとの関係を常に考慮し、個々の教職員の高い感度と同僚性をもとに密な
情報共有を行い、未然防止、早期発見、積極的認知に向けて迅速かつ組織的な対応に努めます。いじめの態様は、そ
のほとんどが、「① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」と「③ 軽くぶつかられたり、遊
ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」です。この２つについては、市内小中学校のほとんどが同じ傾向です。
また、「⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる」というのが増加傾向にあることから、本校も中
・高学年におけるＳＮＳ等の望ましい活用方法に係る指導を強めていかなければならないと感じています。

《裏面へ》



□未然防止と早期発見、そして、積極的な認知へ
いじめの「認知件数」は全国的に増加傾向にあります。文部科学省は、平成２８年３月に「いじめを正確に漏れな

く認知することは、いじめへの対応の第一歩であり、いじめ防止対策推進法が機能するための大前提であります。ま
た、いじめの認知と対応が適切に行われなかったために重大な結果を招いた事案がいまだに発生していることを真摯
に受け止める必要があります」という内容を含む通知を全国の小中学校に発出しました。特に、「いじめの認知件数
が多いことは教職員の目が行き届いていることのあかし」であるという見解を示し、積極的に、正確に、認知するよ
う促しました。

※「認知件数」という用語について

「認知件数」というのは、毎年３月末から４月上旬頃に文部科学省が行っている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査」という調査が根拠になっています。 例えば、Ａさんが４月にＢＣＤさんからいじめを受け、先生方の会議でいじめと認知した場合、「認知件数」

は１件とカウントします。同じＡさんが、今度は、１０月にＥＦＧさんからいじめを受け、先生方の会議でいじめとして認知した場合、認知した総数は２

件ですが、同一人物であるＡさんがいじめを受けているため、「認知件数」は１件としてカウントします。つまり、Ａさんが１００回いじめを受け、先生

方の会議で１００回いじめとして認知しても「認知件数」としては１件とカウントします。したがって、「認知件数」は全校児童数が最大となります。本

校の児童数は２７６人ですから、仮に全員のいじめを認知したとしても「認知件数」は２７６件が最大数となります。ですから、報道等で「今年の全国

のいじめの認知件数は、昨年の５倍の○○件です」ということを耳にしますが、この数字は、全国の児童生徒の人数を超えません。

□低・中・高・特支のブロック会議を毎週開催
一人一人の子どもたちに寄り添い、かすかな変化を見逃さず、教職員一丸となっていじめ等の未然防止、早期発見

・早期対応に資するため、本校では週２回放課後に低学年ブロック（１～２年生）、中学年ブロック（３～４年生）、
高学年ブロック（５～６年生）、特別支援ブロックの会議を開催しています。昨年度は６３回実施しました。このブ
ロック会議は、いじめに関する対応はもちろんのこと、子どもの健やかな成長を願い、教職員間で情報交流を行い、
具体的な指導・支援の方向性を確認することも目的にしています。お子様のご家庭での姿や登下校中の子どもの様子
等で目に留まることがありましたら遠慮なく学校までご相談・ご連絡ください。

□いじめ・非行防止強調月間
旭川市教育委員会は、６月、１０月を「いじめ・非行防止強調月間」と定め、市内小中学校に対し、児童生徒のい

じめや非行等の問題行動の未然防止や、早期発見に向けた積極的な取組を集中的に実施することを求めています。本
校においては、６月、１１月、２月に実施する予定です。具体的な取組内容は、①児童会等を活用した主体的な取組、
②校内指導体制の整備・充実、③家庭、地域、関係機関等との連携の３点です。
旭川市いじめ防止対策推進条例には、いじめに係る「児童生徒の心構え」を次のように規定しています。

（児童生徒の心構え）

第７条 児童生徒は、互いの人権を尊重し、他の児童生徒に対して思いやりを持って接するよう努めるものとする。

２ 児童生徒は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の尊厳を傷つける行為かつ重大な人権侵害であること及び他の児童生徒

に対して決して行ってはならないことを理解し、いじめの防止に主体的に取り組むよう努めるものとする。

３ 児童生徒は、いじめを受けたと思われるとき、又は他の児童生徒がいじめを受けているとき、若しくはいじめを受けてい

ると思われるときは、速やかに、学校、保護者、市又は関係機関に相談するよう努めるものとする。

私たち末広北小学校に勤務する教職員は、いじめに係る関係法令等に基づき適切に対応するとともに、いじめの芽
はどの子どもにも生じ得るという緊張感をもち、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること、全て
の子どもたちがいじめを行わないよう、いじめの問題に関する子ども自身の理解を深めること、いじめを受けた子ど
もの生命及び心身を保護するため、保護者や地域の皆様といじめの問題を克服することに留意し、この問題に真摯に
対応してまいります。保護者・地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

□道教委「いじめに関わる６月調査」を実施
本校では道教委のいじめ調査を活用し年３回いじめに関わる児童調査を実施しています。先日、６月調査の結果を

まとめました（１年生は除く）。「４月から今日まで嫌な思いをしたことがある」と回答した児童は昨年度と比べ減少
がみられました。Ｒ７年度１１．４％（Ｒ６年度１５．５％）。具体的ないじめの形態は約６割が「冷やかしやから
かい、悪口をいわれる」でした。今後はこれまでの指導に加え、次の４点を重点に指導してまいります。

① 「言わない」ルールを徹底する: まずは、冷やかし、からかい、悪口を言わないことを強く指導します。どのような言葉

が相手を傷つけるのかを具体例を挙げて話し合います。

② 「止める」勇気を育てる: 冷やかしや悪口を見聞きした時に、「やめて」と明確に伝える、あるいは大人に相談するよう促

します。具体的にどうすればよいか、ロールプレイングなども取り入れた授業も行います。

③ 居場所づくりと自己肯定感を高める: 安心して過ごせる場所や、自分の良いところを認められる機会を増やします。自己

肯定感が高い子どもは、他者を不必要に傷つける行動に出にくい傾向があります。また、自己肯定感が高まることで、言

われた側もダメージを受けにくくなります。

④ コミュニケーション能力を育てる: 自分の気持ちを言葉で適切に表現する方法や、相手の気持ちを想像する力を養います。

これが、誤解や不必要な衝突を防ぐことにつながります。

北っ子ひとりひとりの健やかな成長を導くには、学校と家庭と地域の皆さんが密に連携していくことが大きな鍵で
あることは言うまでもありません。今後も地域の宝である子どもたちへのあたたかな見守り・積極的なご指導へのご
理解とご協力をお願いいたします。


